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みやぎ仙台商工会	 
Ⅰ	 基本方針	 

	 東日本大震災から２年の歳月が経過し、本会がある内陸部では表面上は復旧・復興が進んでいるよ

うに見えますが、その受けた物的心的損害は予想以上に深く、未だ道半ばの状況であります。	 

このような状況下、本会では「会員にとって魅力ある商工会」「地域になくてはならない商工会」の

創出と実効を行動指針に掲げ、平成２５年度から２７年度までの中期行動計画を策定、下記の重点４

項目を掲げ、会員の皆様の加入メリットを追求するために商工会組織の総力を結集し、会員皆様への

経営に対して支援して参ります。 
また、地域の総合的経済団体としての使命を果たすため、地域振興の事業を推し進めることが結果

的に地域の企業の繁栄をもたらすものと信じ、地域の質的向上の一翼を担う事業も併せて推進して参

ります。 
	 

Ⅱ	 重点項目	 

１．企業の経営力の強化	 

	 	 	 企業の経営力向上と巡回指導の機能強化を目標に、会員の意識・求めるニーズ・要望を把握し、

提案型巡回訪問、エキスパート（社会保険労務士、税理士、中小企業診断士等）と連携し経営革

新等による新産業創出支援といった経営支援サービスの強化を図ります。	 

	 

２．商工会組織力の強化	 

	 	 	 組織率５０％達成に向け、組織率向上３ヶ年計画（毎年１，５％アップ）を策定し推進すると

共に、会員の帰属意識の向上を図るために役職員の意識の共有化、ホームページ・会報等の情報

媒体の充実強化を図ります。	 

	 

３．財政力の強化	 

	 	 	 安定的な組織運営を図るためには、自主財源の確保は必要不可欠な課題であり、その強化に向

け会員の加入推進による会費の増収、共済事業及び労働保険委託事業所加入増加による手数料の

増加、補助事業の効果的活用による自己負担の軽減を図ります。	 	 

	 

４．地域力の強化	 

	 	 	 	 地域の総合的経済団体としての使命を果たすために、地域資源の有効活用による新事業展開や

災害支援ネットワーク協議会の機能強化を図り、住みよい地域社会の企業と住民との絆づくりに

貢献して参ります。	 

	 	 

以上の重点項目を踏まえ、本年度は次の事業を中心に活動します。	 

	 



 

	 

Ⅲ	 経営支援事業	 

企業の経営力の強化に向けた支援	 

	 １．提案型巡回訪問の実施	 

	 	 （１）会員への積極的アプローチによる経営情報の提供・提案	 

	 	 （２）各種共済のメリットの周知及び活用してのタックスプランニング	 

	 ２．金融指導業務の強化実施	 

	 	 （１）マル経資金制度の積極的推進	 

	 	 （２）各種金融制度の紹介・斡旋	 

	 	 （３）金融制度円滑化法終了に伴う特別相談窓口の設置	 

	 ３．専門家との連携による企業への重点支援実施	 

	 	 （１）エキスパート（中小企業診断士・税理士・弁護士等）による専門的指導	 

	 	 （２）確定申告期による税理士招聘による適正指導	 

	 	 （３）経営革新企業の排出	 

	 ４．経営セミナーによる経営情報の提供実施等	 

	 	 （１）経営基本事項に関する研修会の開催及び従業員等研修助成金制度の創設	 

	 	 （２）専門的経営事項に関する研修会の開催	 

	 ５．関係機関等連携強化による企業支援の実施	 

	 	 （１）日本政策金融公庫定期相談事業	 

	 	 （２）労働保険事務組合連合会との連携による委託事務の強化	 

	 	 	 	 	 

Ⅳ	 地域振興事業	 

地域経済活性化に向けた諸事業の推進	 

１．地域コミュニティ向上に向けた事業の実施	 

	 （１）泉中央活性化事業「泉マルシェ」の推進	 

	 （２）地域イベント及び祭りへの参画（泉区民ふるさとまつり、宮城地区まつり、まつりだ秋保	 

他各種事業）	 

	 （３）全国展開支援事業及び地域活性化推進のための施策・補助金事業の実施	 

	 （４）賀詞交歓会の開催及び参画	 

２．安全な地域づくりへの貢献	 

（１）みやぎ仙台商工会災害支援ネットワーク協議会の推進	 

（２）関係機関との連携による各種事業への参加	 

３．会員との絆強化の推進	 

（１）ホームページ並びに会報等の媒体機能強化	 

	 （２）青年部・女性部事業の推進	 

	 （３）ゴルフ大会をはじめとする会員親睦事業の実施	 

（４）支部事業活動への支援	 

（５）事務委託団体への支援	 



 

	 （６）各種会議の開催	 

４．本会４部会による特色ある事業の推進	 

	 （１）商業部会	 

	 	 	 ①販売促進経営講習会事業	 

	 	 	 ②商業に関する各種制度の普及・情報提供	 

	 （２）工業部会	 

	 	 	 ①部会員相互情報交流事業	 

	 	 	 ②開発品マーケティング調査事業等	 

	 （３）建設業部会	 

	 	 	 ①耐震構造建築調査事業	 

	 	 	 ②移動研修事業等	 

	 （４）サービス・観光業部会	 

	 	 	 ①魅力あるサービスの創造、差別化を図るための講習会の開催	 

	 	 	 ②観光スポット・地場産品といった魅力ある地域の情報発信	 

	 	 	 	 ※事業の詳細については、部会毎に部会員に通知し実施します。	 

	 


